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次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
被
災
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
の
区
域
の
指
定 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

一

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
災
市
街
地
に
お
け
る
建
築
制
限
の
区
域
を
次

の
と
お
り
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
建
築
宅
地
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

建
築
制
限
の
区
域

二　

建
築
制
限
の
内
容

　
　

一
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
の
建
築
を
禁
止
す
る
。

１　

停
車
場
、
官
公
署
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
益
上
必
要
な
用
途
に
供
す
る
応
急
仮
設
建
築
物

２　

工
事
を
施
工
す
る
た
め
に
現
場
に
設
け
る
事
務
所
、
下
小
屋
、
材
料
置
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仮
設
建
築

物
３　

そ
の
他
一
の
区
域
内
の
市
又
は
町
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
復
興
に
係
る
事
業
の
施
行
に
支
障
が
な
い
と
知
事
が

認
め
る
建
築
物

三　

建
築
制
限
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で
の
間
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市　
町　
名

山
元
町

地　
　

区

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

域

山
寺
字
北
坪
路
、
山
寺
字
西
頭
無
、
山
寺
字
東
坪
路
及
び
山
寺
字
谷
地
の
全

部
並
び
に
浅
生
原
字
館
新
田
、
山
寺
字
大
平
、
山
寺
字
頭
無
、
山
寺
字
雁
小

屋
、
山
寺
字
雁
田
、
山
寺
字
北
頭
無
、
山
寺
字
北
泥
沼
、
山
寺
字
小
平
、
山

寺
字
小
谷
地
、
山
寺
字
桜
木
、
山
寺
字
下
花
、
山
寺
字
新
田
、
山
寺
字
高
地
、

山
寺
字
泥
沼
、
山
寺
字
西
牛
橋
、
山
寺
字
平
沼
、
山
寺
字
町
下
及
び
山
寺
字

道
下
の
一
部


